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事 後 評 価 調 書 （案） 

Ⅰ 事業概要

事 業 名 道路事業 

地 区 名 一般国道１５１号 太
た

和
わ

金
がね

バイパス 

事業箇所 愛知県北設楽郡豊根村上
かみ

黒
くろ

川
かわ

 ～ 北設楽郡東栄町振
ふり

草
くさ

事業のあ

らまし 

一般国道１５１号は長野県飯田市から愛知県豊橋市に至る路線であり、東三河山間地域の主要

拠点間を結ぶ重要な幹線道路である。また、国道１５１号は愛知・静岡・長野県境地域の南北軸

として、広域的な物流ネットワークを形成するとともに、第二次緊急輸送道路にも指定され、平

常時・緊急時ともに地域の生活に不可欠な路線である。 

このうち、太和金トンネルは車道幅員が３．５ｍと狭小で、大型車の交互通行が困難であるほ

か、老朽化も進んでおり、２０１１年８月２１日には崩落事故が発生して復旧に約７ヶ月を要す

るなど地域の生活･経済を支える道路として抜本的な対策が必要である。本事業は、新トンネルの

整備により、走行性・安全性を確保し緊急輸送道路の強化とともに地域経済の活性化を図ったも

のである。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

 ①山間部の暮らしを支える社会資本の整備（隘路区間等の解消による走行環境の改善） 

 ②観光力強化（地域の産業振興・観光交流等の支援） 

【副次目標】 

 － 

事 業 費 
事業費 内訳 

３２．４億円 □工事費３０．５億円、□用補費０．３億円、□その他１．６億円 

事業期間 採択年度 ２００９年度 着工年度 ２００９年度 完成年度 ２０１６年度

事業内容 

バイパス整備 

 延長Ｌ＝９６０ｍ 幅員Ｗ＝１１．０ｍ 

 橋梁Ｎ＝１橋、トンネルＮ＝1箇所 

車道(幅員３．２５ｍ×２車線) 歩道(幅員２．５０ｍ×１(片側))

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

○ 山間部の暮らしを支える社会資本の整備 

愛知県内の国道１５１号全区間の中で唯一の未改良の老朽トンネル区間が整備され、車道

幅員の最小幅員が３．５ｍから７．５ｍとなり、特に大型車のスムーズな走行が可能とな

るなど、通行車両の安全・安心が確保された。 

・対向車両の通過に伴うトンネル手前での停車の解消により旅行速度が３１.４ｋｍ／ｈか

ら４０.１ｋｍ／ｈへと向上し、安定した速度での走行が可能となった。また、移動距離

も１.１６ｋｍ⇒０.９６ｋｍと短縮された。 

・住民アンケートの結果、大部分の方が「走行しやすくなった」「事故の危険性が少なくな

った」と回答している。また、太和金バイパス整備の満足度（満足＋やや満足）は約９

６．５％であった。 

・地元へのヒアリングの結果、新太和金トンネルの開通により、崩落の心配が少なくなり、

 安心して通行できるようになったという意見が複数寄せられている。 

○ 観光力強化 

本事業区間は、三遠南信自動車道の東栄ＩＣへつながるアクセス道路として利用され、観

光振興等が期待される。 

（別紙３）
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 ・平日の大型車交通量は、整備前に比べ約１９％増加している。（２０１３年度１２８台／

１２ｈ ⇒ ２０２１度１５２台／１２ｈ） 

・豊根村の観光入込客数は、年間４５万人（２０１３年度）まで減少していたが年間６０

万人（２０１９年度）まで回復している。三遠南信自動車道や新東名高速道路の整備に

加え、太和金バイパスの整備も利用客増加の一因となっていると考えられる。 

【達成状況に対する評価】 

当該事業の整備により、山間部の暮らしを支える社会資本の整備、観光力強化が図られ、事

業目標は十分に達成している。 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 － 

【達成状況に対する評価】 

 － 

②
事
業
効
果
の
発
現
状
況

【費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化】 

事業採択時

(2009)※ 

再評価時 

（基準年：

2013） 

実績 

（基準年：

2021） 

備考 

事業期間 - 
2009年～

2016年 

2009年～

2016年 

事業費

(億円)

工事費 - 22.8 30.5

用地補償費 - 0.1 0.3

その他 - 1.0 1.6

合計 - 23.9 32.4

効果の

算定要因

計画交通量 - 
2,600台/日

（計画値）

1,396台/日

実績値は2021年度

の実測値を2015年

度道路交通センサ

ス昼夜率で12→24

時間交通量に換算

旅行

速度

停止あり - 31.4km/h － 対向車待ちの停車

の有無 

2013年度及び2021

年度の実測値 
停止なし - 40.5km/h 40.1km/h

※2009年当時は、国庫補助事業のみ事業評価の対象となっていたため、交付金事業で 

  着手した本路線は着手時に事業評価を実施していない。 

【事業期間に対する評価】 

・計画どおり２０１６年度に完了した。 

【事業費に対する評価】 

・再評価時と比較し、重金属（ヒ素）を含む残土が発生したことから、最終処分場の選定・

整備・運搬により工事費が２２．９億円から３０．５億円に増加した。事業を行う上で

必要な費用が増加したものであり、やむを得ないものであったと判断した。

【効果の算定要因に対する評価】 

・平均２０秒のトンネル手前での対向車待ちの停車時間が解消されるとともに、旅行速度

も８ｋｍ／ｈ以上の向上がみられ、事業の効果があらわれている。 

【その他】 

 ・供用から６０年以上が経過して老朽化が進み、土砂崩落事故が発生した旧太和金トンネ

  ルを更新したことで、通行の安全性が大きく向上した。 
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③
事
業
実
施
に
よ
る

環
境
の
変
化

・トンネル掘削残土から重金属（ヒ素）が検出されたが、仮置き場へ搬入して溶出試験を 

 実施し、基準値を超えた残土については遮水処理を厳重に行って最終処分を実施したこと

 で、自然環境への影響を抑えた。 

・狭隘なトンネル区間の解消により、すれ違い時の待機の解消や旅行速度の向上や距離短縮

に伴い、大型車を含めスムーズに通行できるようになったほか、老朽化したトンネルを更

新したことで通行時の安全性が向上し、交通環境が大きく改善した。 

Ⅲ 対応方針（案）

今後の事後評

価の必要性 

事業目的に対する効果が十分に発現しているため、今後の事後評価の必要性はない。 

改善措置の必

要性 

当初の事業目標に対する効果が十分に発現しており、新たな課題も見られないため改善措置

の必要性はない。 

同種事業に反

映すべき事項 

トンネル掘削土から重金属（ヒ素）が検出されたことから事業費が当初想定よりも増加した

が、過去に周辺で実施された他のトンネル事業でも重金属の発生があったことから、計画時

点から想定しておく必要がある。 

Ⅳ 事業評価監視委員会の意見

Ⅴ 対応方針


